
（歳入）

　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 千円

（歳出）

　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策の経費 千円

【充てられる経費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他
社会保障財源
化分地方消費
税交付金

その他

社会福祉事業 72,979 0 0 0 11,410 61,569

障害者福祉事業 1,599,422 1,136,040 0 28,410 68,011 366,961

福祉医療費助成事業 446,819 212,844 0 7,364 35,432 191,179

高齢者福祉事業 158,124 911 0 14,621 22,295 120,297

児童福祉事業 2,338,850 1,500,946 0 35,310 125,491 677,103

母子福祉事業 17,900 13,316 0 1 717 3,866

生活保護扶助事業 445,521 337,656 0 2,304 16,505 89,056

要保護準要保護扶助事業
就園奨励事業

62,603 1,661 0 6,307 8,543 46,092

小計 5,142,218 3,203,374 0 94,317 288,404 1,556,123

介護保険事業 959,253 47,172 0 4,525 141,903 765,653

国民健康保険事業 335,656 204,530 0 0 20,502 110,624

後期高齢者医療事業 1,023,958 146,390 0 44,948 130,186 702,434

小計 2,318,867 398,092 0 49,473 292,591 1,578,711

救急医療対策等事業 50,921 0 0 0 7,961 42,960

疾病予防対策事業 244,496 44 0 0 38,222 206,230

母子保健対策事業 32,995 1,836 0 15,000 2,527 13,632

地域保健対策事業 1,508 0 0 0 236 1,272

健康推進事業 70,709 4,680 0 1,694 10,059 54,276

小計 400,629 6,560 0 16,694 59,005 318,370

7,861,714 3,608,026 0 160,484 640,000 3,453,204

※2　特別会計繰出金は、職員給与費分、事務費分を除いている。

引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障施策に要する経費

640,000

7,861,714

事業名 経費

財源内訳

特定財源 一般財源

社会福祉

社会保険

保健衛生

合計

※1　この資料は、地方税法第72条の116（平成26年4月1日施行）の規定を踏まえ、引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源
化分）が充てられる経費ついて明らかにするものである。


